
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

は じ め に 

 

 

 

 少子高齢化の急速な進行、疾病構造の変化など健康を取り巻く環境が大きく変化し、

年々厳しさを増してきております。そうした中で、本市が中核市に移行し、大津市保

健所を開設して、３年が経過しました。市民の日常生活に深く関わる保健衛生行政を

市が直接担うこととなり、関係機関との連携を図りながら、市民一人ひとりが生涯に

わたり健康で生き生きと暮らしていけるよう様々な施策を推進してまいりました。 

 保健所開設を機に、本市における保健事業の充実や医療体制の整備を一層推進する

ため、平成２２年度には本市の保健医療施策の基本的な指針となる大津市保健医療基

本計画を策定し、市民が健康で生き生きと暮らせるまちづくりを目指して、地域保健

事業の推進や健康危機管理体制の整備など、本計画の推進に取り組んでいるところで

ございます。 

 平成２３年度には、地域健康増進計画である｢健康おおつ２１｣の最終評価を行う一

方、大津市食育推進計画策定懇話会における審議をもとに、「第２次 いのちをはぐ

くむ 大津市食育推進計画」を策定しました。引き続き、市民一人ひとりが「食」に

ついて関心を持ち、理解を深め、実践できるよう食育のさらなる推進を図ってまいり

ます。 

 その他の事業につきましても、これまでの健康課題に加え、新たな課題に対応する

とともに、保健衛生行政の中核として、関係者及び関係機関との幅広い連携のもと、

市民の健康の保持及び増進のための施策を推進してまいります。 

 

 本書は、当保健所における事業の概要と施策に係る平成 23 年度の実績についてま

とめたものとして発行しております。 

 本市の保健衛生行政をご理解いただくための一助となれば幸甚に存じます。 

 

 

                 平成２４年１０月 

                      
大津市保健所長  勝 山  和 明 
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利用していただく方のために 

１ 第三章第２節の人口動態統計を除き、特に断りのない限り平成２３年度の実績値です。 

 

２ 人口動態統計は平成２２年（１月～１２月）の数値です。 

 

３ 人口動態統計で用いる比率については次のとおりです。 

 

出 生 率 

死 亡 率 

婚 姻 率 

離 婚 率 

 

 

自然 増加 率 

 

 

乳児 死亡 率 

新生児死亡率 

 

 

死 産 率 

 

 

周産期死亡率 

 

 

 

 

死因別死亡率 

 

 

４ 数値の単位未満は四捨五入してあるので、合計と内訳の数値が一致しない場合があります。

 

年間事件発生数 

＝           ×1,000 

   その年の人口 

年間の出生数－年間死亡数 

＝                ×1,000 

      その年の人口 

年間事件発生数 

＝           ×1,000 

    年間出生数 
    （乳児死亡とは生後１年未満の死亡を、新生児死亡とは生後２８日未満の死亡をいう。） 

年間死産数 

＝                 ×1,000 

   年間出産数（出産数＋死産数） 

後期死産数＋早期新生児死亡数 

＝                  ×1,000 

       年間出生数 

＝  後期死産率＋早期新生児死亡率 
    （後期死産とは在胎２２週以後の死産を、早期新生児死亡とは生後一週間未満の死亡をいう。） 

１年間の死因別死亡数 

＝              ×1,000 

     その年の人口 


